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諮問第１１５号 

 

答 申 

 

１ 審査会の結論 

諮問第１１５号案件「「３０世教指第４７１号一式」及び「３１世教指第５０６号一

式」」について、一部開示決定とした文書のうち、別表に指定する部分は開示すべきであ

る。 

 

２ 審査請求の内容 

（１） 審査請求の趣旨 

本件審査請求は、令和元年１１月２１日付けで審査請求人（以下「請求人」

という。）から世田谷区教育委員会に対し審査請求書が提出され、同日に受理

された。 

趣旨は、世田谷区情報公開条例（平成１３年３月世田谷区条例第６号。以下

「条例」という。）に基づき、請求人が行った「３０世教指第４７１号一式及び３

１世教指第５０６号一式」の行政情報開示請求（以下「本件請求」という。）に対

し、世田谷区教育委員会が令和元年８月９日付けで行った一部開示決定処分（以

下「本件処分」という。）のうち、非開示部分の一部の取消しを求めるというも

のである。 

（２） 審査請求の理由 

請求人が、審査請求書、反論書及び口頭意見陳述によって主張している審査

請求の主な理由は、次のとおりに要約される。 

① 事故発生後、管理職及び世田谷区教育委員会が迅速かつ適切な対応を取っ

たかどうかを確認したい。 

② 当時より、〇〇にも関わらず、事故報告書の作成に時間がかかったこと及

び世田谷区教育委員会が校長に対して催促を怠った理由については、説明責

任を果たすべきであると考える。 

そのためには、被害生徒と家族、通報者など個人情報を除いて、特に対応月

日については開示すべきである。対応月日の開示は、行政の公正・適正な運

営に支障を生じさせる要因になると実施機関は主張しているが、それは公

正・適正な運営が行われていた場合の話であり、今回のように、遅延が発生

している件に関しては、その月日を明らかにすることが重要であり、同じよ

うなことの再発防止に繋がると思われる。 

③ 月日を開示できないのであれば、他の方法で、管理職及び世田谷区教育委

員会の対応が遅れた具体的な理由について説明責任を果たして欲しい。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明 

実施機関は、本件処分のうち、審査請求に係る部分（以下「本件非開示部分」と

いう。）につき、条例第７条第２号（個人に関する情報）に該当するとして本件処分

を行った。 

実施機関が本件処分について、弁明書及び口頭による説明で主張している主な内

容は、次のとおりに要約される。 
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（１）条例第７条では、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行

政情報に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」という。）が

記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければ

ならない。」と規定している。 

そして、同条第２号は、「非開示情報」として、「個人に関する情報（事業を営

む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公に

することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」と規定してい

る。 

（２）これを本件処分についてみると、本件非開示部分には、特定の区立学校におけ

る教職員の服務事故に関する事故者の氏名、事故発生後の対応月日、事故発生場

所等が記載されている。 

   まず、事故者の氏名については、個人に関する情報であって特定の個人を識別

することができる情報である。 

次に、事故発生後の対応月日、事故発生場所等については、特定の区立学校の

授業時間や時間割、校舎の配置や学級数等を類推することができ、学校の特定に

つながるおそれがあり、学校を特定された場合には、少規模校等の場合は個人の

特定にもつながるおそれがある。また、本件服務事故に関する情報は、非常に機

微な情報であるため、個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで

きるもの又は特定の個人を識別することはできない場合であっても、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。 

（３）また、請求人は、事故後の対応がどのようなものであったのかについて知りた

いという理由で本件非開示部分の開示を求めている。確かに、行政情報の開示制

度は、区民の「知る権利」を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する

責務を全うすることを目的とするものであるから、前述した条例第７条のとおり、

行政情報は開示を原則とするものである。 

しかしながら、「知る権利」を保障するという理念にあっても、区が保有する

行政情報の中には、公にすることにより、個人のプライバシーや企業の利益を侵

害したり、行政の公正・適正な運営に支障が生じ、ひいては区民全体の利益を損

なうことになるもの等があり、例外的に非開示とせざるを得ないものもある。 

本件非開示部分は、上記（２）のとおり条例第７条第２号の非開示情報に該当

するとして、開示しないと判断されたものであるから、請求人の主張に理由はな

い。 

（４）以上のことから、本件処分は、条例に基づき適正に行われており、本件処分に

は違法又は不当な点は認められず、請求人の主張には理由がないから、本件審査

請求は棄却されるべきである。 

 

４ 審査会の判断 

審査会は、請求人及び実施機関の主張を検討した結果、以下のように判断する。 

（１）本件審査請求対象文書について 

   本件請求対象文書は、「平成３０年８月３日付起案３０世教指第４７１号「教

職員の服務事故について（報告）」一式」及び「令和元年７月１２日付起案３１

世教指第５０６号「貴教育委員会教職員に関する指導等について（依頼）」一式」



  
3 

の２点と認められる。 

審査請求書によれば、請求人は、上記対象文書のうち、「平成３０年８月３日

付起案３０世教指第４７１号「教職員の服務事故について（報告）」一式」に対

して行った実施機関の本件処分の非開示部分の一部の取消しを求めていること

から、本件審査請求対象文書は、「平成３０年８月３日付起案３０世教指第４７

１号「教職員の服務事故について（報告）」一式」と認められる。このうち、請

求人が本件処分の非開示部分の一部の取消しを求めている部分は、特定の区立学

校における教職員の服務事故に関する事故者の氏名、事故発生後の対応月日等で

あり、実施機関は当該部分を条例第７条第２号（個人に関する情報）に該当する

として本件処分を行っている。 

  よって、当審査会は、本件審査請求対象文書に係る本件非開示部分が条例第７

条第２号（個人に関する情報）に該当するか否か、以下のとおり判断する。 

（２）条例第７条第２号の該当性について 

   本件審査請求対象文書を当審査会が見分したところ、本件非開示部分の一

部には、事故者の氏名が記載されていることを確認した。当該部分は、特定の個

人を識別することができる情報であり、同号に該当すると認められる。 

   次に、本件非開示部分の一部には、事故者の職層、事故発生後の対応月日、

事故発生場所等が記載されていることを確認した。当該部分のうち、事故発生後

の対応月日及び事故発生場所を除く部分については、開示する場合、他の情報と

合わせることにより事故者や関係者が特定され得るおそれがあることから、特定

の個人が識別され得る情報であり、そうでない場合であっても、特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがある情報であり、同号に該当すると認められる。 

   一方、事故発生後の対応月日として非開示にされている部分には、事故発生後

の実施機関による実施機関内部の連絡調整及び東京都教育委員会への報告等が

行われた月日が各々記載されていることを確認した。しかし、当該部分はすべて

事故発生月日と同日ではない。事故発生月日と同日でなければ、当該部分から事

故発生月日を推知し、それらから事故者や関係者を特定することは容易であると

はいえない。よって、事故発生後の対応月日の部分は、同号に該当しないため、開

示すべきである。 

   また、事故発生場所として非開示にされている部分には、本件事故が発生した

学校名及び場所が記載されている。当該部分のうち、学校名及び当該学校に特有

の教室名については、開示することにより事故者や関係者が特定され得るおそれ

があることから、特定の個人が識別され得る情報であり、同号に該当すると認め

られる。しかし、当該部分のうち、学校に特有の場所ではなく、様々な学校にお

いて一般的に存在する教室等については、その部分の記載のみをもって当該学校

を識別し得るとは言い難い。よって、事故発生場所のうち、学校名及び当該学校

に特有の教室名を除く部分については、同号に該当しないため、開示すべきである。 

以上のとおり、本件非開示部分の一部を条例第７条第２号に該当するとして本件

処分を行った実施機関の判断は妥当であるが、別表の部分については、開示すべきで

ある。 

 

よって、「１ 審査会の結論」のように判断する。 
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別表 

文書名 開示すべき部分 

平成３０年８月３日付起案

３０世教指第４７１号「教

職員の服務事故について

（報告）」一式 

・事故発生後の対応月日の部分 

・事故発生場所のうち、学校名及び当該学校に特有

の教室名を除く部分 

 

 

５ 審査会の経過 

  

日  付 審  議  経  過 

令和２年３月２３日 （諮問第１１５号） 

・審査庁（世田谷区教育委員会）から諮問を受けた。 

令和２年６月１１日 （令和２年度第１回審査会） 

・事務局から経過概要の説明を受けた。 

令和２年７月２７日 （令和２年度第２回審査会） 

・実施機関から説明を受けた。 

・諮問事項を審査した。 

令和２年１０月１９日 （令和２年度第３回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和２年１１月１６日 （令和２年度第４回審査会） 

・請求人から意見の陳述を受けた。 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和３年３月２２日 （令和２年度第７回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和３年３月２２日 （答申第１１５号） 

・審査庁（世田谷区教育委員会）に答申した。 

 


